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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年2月3日(2011.2.3)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固形経口剤形に製剤化された、飽和クラドリビン－シクロデキストリン複合体を含む医
薬組成物であって、複合体中のクラドリビンの量を最大限まで増大するのに要求されるか
、又は複合体中にクラドリビンの実質的に総てを維持するのに要求される最小量を超える
シクロデキストリンを実質的に含まず、前記シクロデキストリンはγ－シクロデキストリ
ン又はヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンであり、クラドリビン対シクロデキ
ストリンの重量比が１：３５～１：５０である、医薬組成物。
【請求項２】
　シクロデキストリンがγ－シクロデキストリンである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　シクロデキストリンがヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンである、請求項１
に記載の医薬組成物。
【請求項４】
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　複合体がモル比１：２のクラドリビン対γ－シクロデキストリン複合体である、請求項
２に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　クラドリビン対γ－シクロデキストリンの重量比が１：４６である、請求項２に記載の
方法。
【請求項６】
　クラドリビン対ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンの重量比が１：４２であ
る、請求項３に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　クラドリビン対シクロデキストリンのモル比が、変動する濃度のシクロデキストリンに
おいてクラドリビンの飽和複合体についての相溶解度ダイアグラム上に定められる点に相
当する、請求項１～３のいずれかに記載の組成物。
【請求項８】
　シクロデキストリンがγ－シクロデキストリンであり、前記点を、クラドリビン対γ－
シクロデキストリンのモル比１：２の複合体の形成を示す相溶解度ダイアグラムの部分か
ら取る、請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　クラドリビン－応答性症状の治療に投与するための固体経口剤形の医薬組成物の製造へ
の飽和クラドリビン－シクロデキストリン複合体の使用であって、この複合体は、複合体
中のクラドリビンの量を最大限まで増大するのに要求されるか、又は複合体中にクラドリ
ビンの実質的に総てを維持するのに要求される最小量を超えるシクロデキストリンを実質
的に含まず、前記シクロデキストリンはγ－シクロデキストリン又はヒドロキシプロピル
－β－シクロデキストリンであり、クラドリビン対シクロデキストリンの重量比が１：３
５～１：５０である前記使用。
【請求項１０】
　クラドリビン応答性症状が、多発性硬化症、関節リウマチ及び白血病からなる群から選
択される、請求項９に記載の使用。
【請求項１１】
　クラドリビン応答性症状が多発性硬化症である、請求項１０に記載の使用。
【請求項１２】
　シクロデキストリンがγ－シクロデキストリンである、請求項９～１１のいずれかに記
載の使用。
【請求項１３】
　シクロデキストリンがヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンである、請求項９
～１１のいずれかに記載の使用。
【請求項１４】
　クラドリビン対γ－シクロデキストリンの重量比が１：４６である、請求項１２に記載
の使用。
【請求項１５】
　クラドリビン対ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンの重量比が１：４２であ
る、請求項１３に記載の使用。
【請求項１６】
　複合体がモル比１：２のクラドリビン対γ－シクロデキストリン複合体を含む、請求項
１２に記載の使用。
【請求項１７】
　クラドリビンのバイオアベイラビリティーを増強するための固体経口剤形の医薬組成物
の製造への飽和クラドリビン－シクロデキストリン複合体の使用であって、この複合体は
、複合体中のクラドリビンの量を最大限まで増大するのに要求されるか、又は複合体中に
クラドリビンの実質的に総てを維持するのに要求される最小量を超えるシクロデキストリ
ンを実質的に含まず、前記シクロデキストリンはγ－シクロデキストリン又はヒドロキシ
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プロピル－β－シクロデキストリンであり、クラドリビン対シクロデキストリンの重量比
が１：３５～１：５０である前記使用。
【請求項１８】
　シクロデキストリンがγ－シクロデキストリンである、請求項１７に記載の使用。
【請求項１９】
　シクロデキストリンがヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンである、請求項１
７に記載の使用。
【請求項２０】
　クラドリビン対γ－シクロデキストリンの重量比が１：４６である、請求項１８に記載
の使用。
【請求項２１】
　クラドリビン対ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンの重量比が１：４２であ
る、請求項１９に記載の使用。
【請求項２２】
　複合体がモル比１：２のクラドリビン対γ－シクロデキストリン複合体を含む、請求項
１８に記載の使用。
【請求項２３】
　モル比１：２のクラドリビン対γ－シクロデキストリン複合体。
【請求項２４】
　モル比１：１のクラドリビン対γ－シクロデキストリン複合体及びモル比１：２のクラ
ドリビン対γ－シクロデキストリン複合体の混合物であって、モル比１：２のクラドリビ
ン対γ－シクロデキストリン複合体が優勢である、前記混合物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　本発明は、固形経口剤形又は経粘膜剤形に製剤化された、飽和クラドリビン－シクロデ
キストリン複合体を含む医薬組成物を提供し、当該剤形は複合体中のクラドリビンの量を
最大限に増大する（以下、可及的に多くすると表記）のに要求される最小量（以下、可及
的に少ない量とも表記）を超えるシクロデキストリンを実質的に含まない。本発明の特定
の局面では、医薬組成物は固形経口剤形又は経粘膜剤形に製剤化された、飽和クラドリビ
ン－シクロデキストリン複合体を含み、当該剤形は複合体中のクラドリビンの実質的に総
てを維持するのに要求される可及的に少ない量を超えるシクロデキストリンを実質的に含
まない。この組成物は、クラドリビンが胃粘膜（経口剤形の場合）又は直腸粘膜、膣粘膜
、頬粘膜もしくは鼻粘膜（経粘膜剤形の場合）と接触したときにその最も高い熱力学活性
状態でクラドリビンを提供する。
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